
e-ATA（電子カルネ）対応国向けカルネ発給に伴う

カルネ電子申請システム変更箇所のお知らせ
2026 年 6 月 1 日より 

利用者の皆さまへ 

現在ご使用中のユーザーID およびパスワードは、これまでどおりご利用いただけます。 

また、申請完了からカルネ発給予定日までの期間に変更はございません。 

項目 内容 

1 e-ATA 対応国・地域と対応開始日

2 STEP2 で e-ATA 対応国を選択した場合の表示 

3 使用者情報・e-ATA 用情報の表示 

4 STEP4 添付ファイル画面 （この画面は、e-ATA 対応国選択時にのみ表示） 

5 カルネ詳細画面に表示される e-ATA 情報

6 最終画面の印刷書類・カルネ発給時の送信メール・紙カルネ表紙の表示 

≪ご注意ください≫ 

ご申請される一時輸入国が e-ATA 対応国であっても、通関時には必ず［紙カルネ］を携行してください。

＊日本の輸出・再輸入通関では、紙カルネを使用します。（2026 年 6 月 1 日現在） 



1. e-ATA 対応国・地域

e-ATA 対応国・地域 対応開始日 

EU 加盟国（27 か国） 2026 年 6 月 1 日 

ノルウェー 2026 年 6 月 1 日 

スイス 2026 年 6 月 1 日 

イギリス 2026 年 6 月 1 日 

今後、e-ATA（電子カルネ）対応国は順次増えていく予定です。 

EU 加盟国（27 ヵ国） 

アイルランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、

ギリシャ、クロアチア、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、 

チェコ共和国、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フィンランド、フランス、

ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、 

ルーマニア、ルクセンブルク

2026 年 6 月 1 日現在 

日本税関は現状、紙カルネのみの対応となるため、日本での輸出・再輸入通関は紙カルネで行います。 

また、各国の対応カルネ移行期間中はe-ATA 対応国であっても、通関時には必ず［紙カルネ］を携行して、

各国税関の指示に従ってください。 

最新情報は、カルネウェブサイトをご確認ください。 



2. STEP2:一時輸入国の選択

ATA カルネ初回発給申請の STEP2 で、e-ATA 対応国を選択した場合の表示 

一時輸入国を選択する画面例 

e-ATA 対応国選択時の国別用途選択表示

変更点:e-ATA 対応国を選択した場合、国別用途選択の表に e-ATA に関する表示が追加されます。 



3. STEP2:名義人・使用者・物品用途の確認

STEP2 の「カルネに記載される名義人及び住所、使用者、物品の用途を確認」画面では、 

紙カルネ用の情報に加えて、e-ATA で使用される情報が表示されます。 

変更点:［紙カルネ］の下に、［e-ATA（電子カルネ）の場合］が表示されます。 

e-ATA を利用する際に、使用者として送信される情報のため、入力内容に誤りがないかを

確認してください。 

4. STEP4:添付ファイル画面

表示条件:この画面は、e-ATA（電子カルネ）対応国を選択した申請者のみに表示されます。 

e-ATA 対応国を一時輸入国として選択した場合、STEP4 で通関時に必要となる英文委任状や

物品に関する画像等をファイルを添付できます。ファイルサイズは合計 20.0MB までです。 

S 



STEP4:ファイル追加後の画面例 

補足:必要な書類の種類や、申請時に添付が必要かどうかは、各国税関の指示に従ってください。 



5. カルネ詳細画面:e-ATA 情報の表示

カルネ詳細画面に、e-ATA（電子カルネ）の利用に必要な情報が表示されます。

注意 

紙カルネ対応国向けの申請であっても、システム上は e-ATA（電子カルネ）に関する情報が表示されます。 

［カルネ詳細］画面の［カルネ基本情報］にある［e-ATA（電子カルネ）］の［説明］ボタンをクリックすると、

説明画面が表示されます。 



6. 最終画面・印刷書類の表示

［このページを印刷］をクリック後に表示される書類には、使用者（e-ATA）が表示されます。 



7.発給通知メールについて

カルネ発給日に、申請者およびその管理者の登録メールアドレス宛に、発給通知メールが自動送信されます。この

発給通知メールは、申請時に e-ATA 対応国を選択しているかどうかにかかわらず送信されます。

発給通知メールには、ATA Carnet アプリで e-ATA を利用するために必要な以下の情報が記載・添付されます。 

・e-ATA 用 ID、PIN コード、QR コード

これらの情報は、e-ATA をスマートフォン等の専用アプリにカルネの情報をダウンロードする際に必要です。

メールを受信後、大切に保管してください。

なお、e-ATA 対応国を渡航先として申請していない場合でも、発給通知メールには e-ATA 用 ID・PIN コー

ド・QR コードが記載・添付されます。e-ATA 対応国以外での通関は、従来どおり紙カルネで行います。 

※発給通知メールは、発給料金の入金確認後、発給予定日以降に送信されます。

8. ATA 紙カルネ表紙「P 欄」の表示

発給される紙カルネの表紙「P 欄」には、e-ATA 対応国を示すため、国名の前に「＊」が表示されます。 

重要一時輸入国が e-ATA 対応国であっても、通関時には必ず［紙カルネ］を携行してくださ

い。日本の輸出・再輸入通関では、紙カルネを使用します。（2026 年 6 月 1 日現在） 
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